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更生保護法人日本更生保護協会 審査会議規則 

（目 的） 

第１条 この規則は、 更生保護法人日本更生保護協会(以下｢本会｣という。)が 

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 

第 19 条第 2 項第 3 号イに規定する 民間公益活動を行う団体 （以下「実行

団体」という。）を選定するために設置する審査会議の構成及び運営に関し

必要な事項について規定し、その円滑かつ適切な運営に資することを目的とする。  

 

（任 務） 

第２条 審査会議は、実行団体選定に向けて必要な審査を行う。 

２ 審査会議は理事長が実行団体を決定するにあたり、必要な事項について整

理する。 

 

（構 成） 

第３条 審査会議は、民間公益活動につき知見を持つ専門家又は有識者の中か

ら本会の理事会で選任され、理事長の委嘱を受けた委員で構成する。 

２ 審査会議の委員（以下「審査委員」という。）は、５名以内とする。 

３ 審査会議には委員長を置き、委員の互選により定める。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代

理する。 

５ 審査委員については、実行団体又はこれらの団体になり得る団体等の役員

又はこれに準ずる者は選任しない。 

６ 審査委員の委嘱の際には、その就任後、実行団体又はこれらの団体になり得

る団体等の役員又はこれに準ずるものに就任する場合には、事前に理事長に

書面で申告するものとし、その場合辞職等利益相反防止のため必要な措置を

求めることがある旨委嘱の条件を明示するものとする。 

 

（任期及び報酬等） 

第４条  審査委員の任期は、原則として前条第１項の委嘱を受けたときから

１年間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 審査委員は無給とする。ただし、その職務を執行するために要した費用を弁

償することができる。 

３ 審査委員の氏名は、原則公開とする。 
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（開催及び招集） 

第５条 審査会議は、委員長が招集する。 

 

（議 事） 

第６条 審査会議の議長は、委員長とする。 

２ 審査会議に提出する審査対象の申請書類の写しにおいては申請者名を伏せ

るものとする。 

３ 審査会議の審査に必要な場合には、申請者から説明を求めることができる。 

４ 前項の説明の聴取は、本会の事務局職員が行い、その結果を審査委員会に報

告する。 

 

（理事長への報告） 

第７条 委員長は、審査会議で整理した事項について、理事長に報告する。 

 

（庶 務） 

第８条 審査会議の庶務は、事務局が行う。 

 

（改 廃） 

第９条 この規則の改廃は、理事会の決議による。 

 

附 則 

この規則は、令和元年８月３０日から施行する。 


